
 

 
 

◆ 国土強靱化とは 

どのような大規模自然災害等が起こっても、人命を守り、経済社会への被害が致命的にならないようする 

「強さ」と、受けた被害から迅速に回復する「しなやかさ」を備えた地域を作り上げることをいいま 

す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基準値・目標値の年次は、特に記載がない場合、基準値は令和6年時点、目標値は令和12年度末時点の数字 

 

 

 

 

◆ 計画の推進 ◆ 推進体制 

計画の策定趣旨 
激甚化する自然災害や切迫する大規模地震など、本市を取り巻く災害リスクは一層高まっています。こうし

た状況を受け、国や兵庫県は気候変動や社会情勢の変化を踏まえて強靱化計画の改定を行いました。 

本市においても、引き続き市民の命とくらしを守り抜くため、国・県の動向や最新のリスクに的確に対応し

た次期計画を新たに策定することで「強くしなやかな三木市」に向けた更なる強靱化を推進するため、本計画

を改めて策定します。 

 

 

◆ 計画の位置づけ 
本計画は、国土強靱化基本法第 13 条に基づく計画です。 

 

本計画に位置づけた取組は、「三木市地域

防災計画」と一体となって推進するととも

に、「三木市総合計画」や各分野別計画等と連

携しながら、総合的に取り組んでいきます。 

◆ 計画の進行管理 
ＰＤＣＡサイクルに基づき、施策の進捗

状況を確認し、施策の実施に向けた改善•

見直しを行います。 

また、自然災害の発生状況、法律改正、

上位•関連計画の改定状況等を踏まえな

がら検証•評価を行い、必要に応じて計

画の見直しを行います。 

 

 

本市の各部局を中心に、国や県、近隣市町

をはじめ、市民•議会•企業•団体•行政の

全ての人々による「チーム三木」で推進して

いきます。 

国の「国土強靱化基本計画」や県の「兵庫県国土強靱化計画」と調和を保ちつつ、本市の最上位計画と

なる「三木市総合計画」との整合を図りながら、「三木市地域防災計画」をはじめとする各分野別計画の指

針とするものです。 

 

 

令和８（2026）年度から令和１２（2030）年度までの５年間を基本とします。 

 

 

本計画の基本目標は、国•県の基本目標との調和を図り、次の４つを掲げます。 

 

５ 重要業績指標（ＫＰＩ） 三 木 市 国 土 強 靱 化 地 域 計 画 
概 要 版 

２ 計画期間 

３ 基本目標 

１．人命の保護を最大限図ること

２．市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

３．市民の財産及び公共施設に係る被害を最小化すること

４．迅速に復旧復興すること 

６ 計画の推進 

指標名（抜粋） 基準値 目標値 関係する推進方針 

住宅の耐震化率 83.6％（R5年） 
おおむね解消 

（R17年） 
1-1 

特定空家等の改善件数 57 棟 70 棟 1-1 

自主防災組織の訓練等防災活動の件数 

 
地域単位 7 地域 10 地域 1-3、5-1、7-1 

自治会単位 87地区 19９ 地区 1-3、5-1、7-1 

ため池改修•廃止事業着手済箇所数 16 箇所 28 箇所 1-3 

山腹崩壊危険箇所のパトロール 年 1 回 維持 1-3 

三木安全安心ネットのスマートフォンア

プリの登録者数 
11,139 人 15,000 人 1-3、5-1 

地滑り対策工事の実施済み件数 5 箇所 18 箇所 1-4 

災害時協力井戸の登録数 － 50 2-4 

水道管路の耐震化率 32.8％ 36.8％ 2-4、5-3 

下水道管路の耐震化対策 15 km 17 km 2-6、5-3 

市内事業者への事業継続力強化計画（Ｂ 
ＣＰ）策定支援件数 

5 件／年 22 件／年 4-1 

農地中間管理機構への預け入れ農地面積 219ha 270ha 4-3 

 

１ 計画の策定趣旨・位置づけ 

  三木市 総合政策部 危機管理課 電話：0794-82-2000（代表） 

  詳しくは、三木市国土強靭化地域計画の本編をご覧ください。       令和8年4月策定 
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1-1
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模
倒壊による多数の死傷者の発生

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

1-3
突発的又は広域的な洪水、長期的な市街地等の浸水やため池・防災インフラの
損壊・機能不全による多数の死傷者の発生

1-4 土砂災害等による多数の死傷者の発生 等 等

2-1 消防・救急等の被災による救急・救助活動等における消防力の絶対的不足

2-2
医療施設、高齢者福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、院内・施設内感染
の発生、エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺

2-3
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心
理状態の悪化による死者の発生

2-4
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給
の停止

2-5
想定を超える大量の帰宅困難者や高速道路閉塞時の避難困難乗員等の発生、混
乱

等

2-6
自然災害と感染症との同時発生による被災地及び医療施設、要配慮者利用施設
等における災害対応機能の大幅な低下

3-1 行政機関の職員•施設等の被災による機能の大幅な低下
等

4-1 サプライチェーンの寸断、エネルギー供給の停止等による企業活動の低下

4-2 金物産業等の重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

4-3 食料等の安定供給の停滞

4-4 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 等

4-5 農地・森林等の被害による市土の荒廃

5-1
災害時に活用する情報サービスや通信インフラが機能停止し、情報の収集・伝
達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態

5-2 電力やガス等の長期間にわたるエネルギー供給の停止

5-3 上下水道施設の長期間にわたる機能停止

5-4
山陽自動車道の分断等、内陸の基幹・地域交通ネットワークの機能停止による
物流・人流への甚大な影響 等

6-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

6-2 貴重な文化財や環境的資産の喪失等による有形•無形の文化の衰退•損失 等 等

7-1 地域コミュニティの崩壊等による復旧•復興の遅れ
等 等

６．社会・経済が迅速かつ従
　前より強靱な姿で復興でき
　る条件を整備する

７．独自シナリオ 

・住宅、建築物、交通施設の耐震化
・空き家対策の推進
・密集市街地の改善
・河川保全施設の整備
・土砂災害対策
・ため池対策

・食料、飲料水の供給確保
・上下水道施設の耐震化
・消防•救急体制の強化
・帰宅困難者対策の推進
・救急•医療体制の充実
・被災地における疫病•感染症に係る体制の構築
・緊急避難場所•避難所の開設•運営
・避難所の質の向上

・防災拠点における情報通信設備等の確保
・防災情報共有システムの適切な管理、訓練
・地域の防災組織の災害対応力強化
・広域道路交通機能、地域道路交通機能の強化
・ライフライン事業者の防災対策と早期復旧に
   向けた連携強化
・多様な電力等の導入促進 •上下水道施設の

    耐震化
・広域道路交通機能、地域道路交通機能の強化
・鉄道機能の強化

・災害廃棄物処理
・文化財の耐震性の向上

・地域の防災•復興人材の育成
・災害ボランティア活動支援体制の整備

・市庁舎等の防災機能の強化、業務継続体制の確保
 ・市域を越えた連携強化

１．あらゆる自然災害に対
　し、直接死を最大限防ぐ

２．救助・救急、医療活動が
　迅速に行われるとともに、
　被災者等の健康・避難生活
　環境を確実に確保すること
　により、関連死を防ぐ

３．必要不可欠な行政機能は
　確保する

４．経済活動を機能不全に陥
　らせない

５．情報通信サービス、電力
　等ライフライン、燃料供給
　関連施設、交通ネットワー
　ク等の被害を最小限に留め
　るとともに、早期に復旧さ
　せる

・市内事業所の事業継続力強化計画（BCP）策定
   の推進
・工場•事業所等における消防防災体制の充実強化

 ・農林業に係る生産基盤等の強化

４ リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）と強靱化に向けた主な施策の推進方針

主な施策の推進方針（抜粋） 重点施策（抜粋）

・「三木市公共施設再配置計画」に基づく、市有
   建築物の計画的な廃止
・社会的影響の大きな橋梁の耐震化
・「三木市耐震改修促進計画」の策定（改定）
・河川及び主要排水路の維持管理計画の策定

・非常用電源の燃料確保に向けた、事業者との
　協定の締結
・災害時応援協定先との合同の防災訓練の実施

事前に備えるべき目標

・「みきインフラ•メンテナンス計画」に基づく、
　市管理道路や橋梁の点検や修繕等の実施
・水道施設の更新•耐震化の推進
・消防団への入団促進
・帰宅困難者の既存避難所での受入れ検討
・医療施設での自家発電施設の普及促進
・新型コロナウイルス感染症に対応した避難所
   運営に向けた職員研修の実施

・ライフライン事業者と合同による防災訓練の実施
・みきインフラ・メンテナンス計画に基づく、市
  管理道路の舗装修繕、道路ストックの健全性の
  点検と修繕、市管理橋梁の点検と修繕及び掛け
  替の検討の実施

・自主防災組織育成研修会の開催
・防災訓練（地震・風水害想定）の実施

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

・三木商工会議所、吉川町商工会、中小企業
　サポートセンターが連携した策定支援
・農地集約化の推進
・多面的機能支払制度を用いた維持管理共同化の
　推進

・廃棄物の仮置場として必要な面積の確保
・「重要文化財建造物及びその周辺地域の総合
   防災対策のあり方」に基づく対策の検討

等

等

等

等
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